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新規 学校卒業者 の就職 については、種 々御 協力 を賜 り厚 く御ネL申 し上 げ

ます。

さて、新規 中学校及 び高等学校卒業者 に対す る早期選考 の防止 につ いて

は、貴 団体 を始 め各経営者 団体等 の御 協力 に よ り、平成 24年 度 において も

適切 な取扱 いが図 られ ま した。

文部 科学省及び厚生 労働省 において は、今後 も、学校教育 を充実 し、就

職希望者 の適正 な職 業選択 を確保す る とともに、求人秩序 の確 立 を図 るた

め、平成 25年度 において も選考開始期 日等 の完全遵守 をお願 いす る次第で

あ ります。

つい ては、貴団体 におかれ ま して も、下記 の事項 に御 留意 の上、選考 開

始期 日等及 び文書募集 開始時期等 の遵守 につ いて、会員事業所へ の周知徹

底 を図 られ るよ う格別 の御配慮 をお願 い 申 し上 げます。

また、新規学校卒業者 の採 用 に当た つて は、本人 の適性 、能力等 を中心

として これ を行 い、定時制課程及 び通信制課 程 の卒業者 と全 国制課程 の卒

業者 との間の差別 的 な取扱いや 同和 問題 に係 る差別 的取扱 いが行 われ ない

よ う、また、男女雇用機会均等法 の趣 旨に沿 った採 用活動 を行 うとともに、

障害者 に対 しては格別 の考慮 がな され るよ う御配慮願 います。

さらに、新規学校 卒業者 に対 しての事業 主 の一方 的な都合 に よる採 用 内

定取消 し及 び入職 時期 の繰 下げは、決 して あつて はな らない重大 な問題 で

す。このた め、「新規学校 卒業者 の採用 に関す る指針 J及 び 「青少年 の雇用

機会 の確保 等 に関 して事業主が適切 に対処す るた めの指針 」 に沿 つた適正

な募集 ・採用等 が行 われ ます よ う、併せ て御 配慮 をお願 い します。   ■■■
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なお、新 規大学等卒業者 に係 る採用選考 が新規 中学校卒業者 (中 等教ぎ :
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学校 の前期課 程修 了者 を含む。以下同 じ。 )及 び新規高等学校卒業者 (新

規 中等教育学校 卒業者 を含む。以下 同 じ。 )に係 る採用選考 よ りも早期 に

行 われてい る ところです が、それ に よ り、新 規 中学校卒業者及び新規高等

学校卒業者 の就職機 会 に影響 が及 ばない よ う配慮 をお願 いす る ところで あ

ります。

我 が国の景気動 向 を鑑み ると、平成 25年 度 の新 規学卒者 をめ ぐる就職

環境 について も、 引 き続 き厳 しい状況 になる こ とが予想 され 、仮 に就職未

決 定 のまま卒業 を迎 える者 が多数 にのぼ る とすれ ば、本人 に とつて若年期

に就業 を通 じた知識 ・技能 の蓄積 が図れず 、将来 のキャ リア形成 の支障 と

な る とともに、我 が 国の産業や社会 を支 える人材 の育成 が図 られ ないな ど

深刻 な問題 を引 き起 こ しかねませ ん。非常 に厳 しい経済情勢 の中ではあ り

ます が、将来 にわた る 日本経済 の競争力・ 生産性 の向上 を図 るた め、 こ う

した取組 に御 理解 をいただ き、平成 26年 3月 卒業 予定者 のた めの採用枠 の

拡大 に向けた努力 をお願 いいた します。

第 1 新規 中学校 。高等学校卒業者 の就職 に係 る推薦及び選考 開始期 日等

1 推薦及 び選考 開始期 日並び に採 用 内定

(1)新規 中学校 卒業者 の推薦及 び選 考 開始期 日につい て は、平成 26

年 1月 1日 以 降 とし、積 雪地 の関係 か らや む を得 ない事情 が ある と

きは、次 の地域 に限 り、平成 25年 12月 1日 か ら行 つて も差 し支 え

ない こ と。

北海道 、青森 県、岩手県、宮城 県、秋 田県、 山形県、福 島県、新

潟 県、富 山県、石川県、福井 県、長野 県 (飯 山公 共職業安 定所 管

内の地域 に限 る。)、 島根 県 (松江公 共職 業安定所 隠岐 の島出張所

管 内の地域 に限 る。)

(2)新 規 高等 学校 卒業者 の推薦 開始期 日につ いて は、推薦文書 の到達

が平成 25年 9月 5日 (沖 縄 県 について は平成 25年 8月 30日 )以 降

とな るよ うにす るこ と。

記

(3)新 規 高等 学校 卒業者 の選 考 開始期 日

16日 以降 とす るこ と。

(4)採 用 内定 の開始 について は、従前 と

行 うこ とがで きるもので あるこ と。

求人 申込 み の手続 き等

(1)職 業安 定法 (昭 和 22年法律第 141号 )第 27条又 は第 33条 の 2

の規 定 に基づ いて、新規高等学校 卒業者 に係 る求人 申込 み を受理 す

る高等学校 (中 等教育学校 を含 む。以下 同 じ。)に 求人 申込 み を行 う

場合 において も、 当面、適正 な求人条件 の確保 、 J■期推薦・選考 の

防 lL及 び 円滑 な労働 力11:綸 調整 の実施等 の見地 か ら、求人 中込み を

行お うとす る事業所 は、 当該事業所 を管 1轄 す る公共職業安定所 (以

下 「安定所 」 とい う。)に 求人 申込書 を提 出 して、選考期 日、求人 内

容 等 につ いて

'山

正で あるこ との安 定所 の確 認 (求 人票へ の確認 印 の

押 印)を 受 けた後 、 当該求人票 に よ り高等 学校 に求人 申込み を行 わ

につ いて は、平成 25年 9月

同様 、選考 開始 と同 日以降 に



なけれ ばな らない こ ととす る こ と。

した がつて、この手続 きに よ らない求人 申込 みのあった場合 には、

高等 学校 は、生徒 の推薦 を行 わず 、確認 印の押印 のあ る求人票 の提

出を求 め、そ の提 出後、推薦 を行 うもの とす るこ と。

(2)求人 申込 み の受理 の期 日等 につ いて は、安定所 の確認事務 の的確

な実施 等適正 な求人の確保 を図 るため、次 の とお りとす るこ と。

ア 新 規 中学校卒業者 に係 る求人 申込 みの受理 の期 日等

(ア)安定所 にお ける求人 申込 み の受理 は、平成 25年 6月 20日 か

ら開始す るもの とす るこ と。

(イ )安 定所 の他安定所へ の求人連絡 は、平成 25年 7月 1日 以降 開

始す るもの とす るこ と。

イ 新 規高等 学校卒業者 に係 る求人 申込み の受理 の期 日等

(ア)安 定所 にお ける求人 申込 み の受理及び確認 のた めの求人票 の

受付 は、平成 25年 6月 20日 か ら開始す るもの とす るこ と。

(イ )安 定所 が確認 した求 人票 の求人者 に対す る返戻 は、平成 25

年 7月 1日 か ら開始す る もの とす るこ と。

(ウ)学校 にお ける求人 申込み の受理 は、平成 25年 7月 1日 以降 開

始 す るもの とす るこ と。

また、安定所 で受理 した求人 の学校へ の提示 について も、平

成 25年 7月 1日 以降 に行 うもの とす るこ と。

(3)求人活動 のための学校訪 間について は、原貝Jと して安定所 におい

て確認 を受 けた求人票 に よ り学校 に求人 申込 み を行 つた 日以降 に行

うこ ととす るが、学校 の事前 の了解 の下に、安定所 に求人 申込 み を

行 つた 日以降 について も行 うこ とがで きるもの とす るこ と。

3 就 業 開始期 日

(1)新規 中学校 卒業者 の就 業 開始 (実 習 、研 修等 を含 む。)時期 は、

労 fOJ基 準法 (昭 和 22年 法律 第 49号 )第 56条 の規 定 に よ り平成 26

年 4月 1日 以降 とす るこ と。

(2)新規 高等 学校卒業者 の就 業 開始 時期 については、卒業後 とす るよ

う事 業所 を指導す ること。

4 選考 の通知

選 考後 は、採用 内定取消 しが生 じない よ う十分配慮 しつつ、で き る

限 り速や か に採否 を決定 し、選考 を受 けた生徒 にそ の 旨を通知す るこ

と。

第 2 新規 中学校 。高等学校卒業者 の文書募集 の取扱 い

1 新規 高等学校 卒業者 を対象 とす る文書募集 の取扱 い

新規 高等学校 卒業者 を対象 とす る文書募集 の開始 時期 は卒業年 の前

年 の 7月 1日 以降 とす るこ と。

なお 、文書募集 を行 う場合 は次 の条件 によるこ ととす るこ と。

(1)安 定所 において確認 を受 けた求人で あつて、 当該求人 の求人票記

載 内容 と異 な るものでない こ と

(2)広告等掲載 に当たつて は、事業所 を管轄す る安定所名及 び求人 の

求人番 号 を掲載す るこ と。



(3)応募の受付は学校又は安定所を通 じて行 うこと。

また、求人者が文書募集 による応募者を受け付ける場合であつて

も、推薦開始期 日、採用選考期 日については、上記第 1の 1(2)か ら

(4)の 取扱いと同様であること。

2 新規中学校卒業者を対象 とする文書募集の取扱い

新規中学校卒業者を対象 とする文書募集は行わないこと。


